
 

 

別紙 

基本方針に基づく公共施設使用料の見直し（第１５号議案関係：総務課所管分） 
 

〇見直しの結果（見直し対象施設 ： 全２６） 
 

値上がり傾向の施設：１８施設 値下がり傾向の施設：７施設 

市民文化会館、武道館、弓道場、公民館（塔野

地、善師野、南部）、市民交流センター、小弓

の庄、山の田公園、羽黒中央公園体育館、ふれ

あいセンター（楽田、犬山西、東）、余遊亭、

体育センター、里山学センター、旧磯部家住宅

復原施設、内田多目的広場テニスコート 

フィットネスフロイデ、野外活動セン

ター、市民健康館、さくら工房、今井

ふれあいセンター、福祉活動センタ

ー、城前観光案内所 

 ※ 変動なしの施設：１施設（環境保全ボランティアセンター） 
 

〇各施設の算出結果 
 

施設名称 ページ 施設名称 ページ 

市民文化会館 ２ 楽田ふれあいセンター １７ 

武道館 ４ 市民健康館 １８ 

弓道場 ５ 
余坂木戸口まちづくり拠点施設（余

遊亭） 
２０ 

塔野地公民館 ６ さくら工房 ２１ 

善師野公民館 ７ 体育センター ２２ 

南部公民館 ８ 里山学センター ２３ 

市民交流センター ９ 環境保全ボランティアセンター ２３ 

フィットネスフロイデ １１ 旧磯部家住宅復原施設 ２４ 

野外活動センター １２ 内田多目的広場テニスコート ２５ 

旧加茂郡銀行羽黒支店復原施設（小

弓の庄） 
１３ 今井ふれあいセンター ２６ 

山の田公園 １４ 犬山西ふれあいセンター ２７ 

多目的スポーツ広場（照明施設のみ） 

※ 基本方針に基づく見直しではないた

め対象施設の件数には含まない。 

１５ 

福祉活動センター ２８ 

城前観光案内所 ２９ 

犬山市体育館 １６ 東ふれあいセンター ３０ 
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3.22円

〔現行〕 午前 午後 夜間 午前午後 午後夜間 全日
3h 3.5h 4h 7.5h 8.5h 12.5h

大ホール 18,340 21,390 24,450 45,850 51,960 76,420

大ホール(土日祝) 18,340 21,390 27,640 45,850 51,960 76,420

楽屋１ 190 190 190 390 390 590

楽屋２ 190 190 190 390 390 590

楽屋３ 540 540 540 1,080 1,080 1,640

楽屋４ 540 540 540 1,080 1,080 1,640

リハーサル室 540 810 1,020 1,360 1,850 2,070

浴室１ 680 680 680 1,370 1,370 2,070

浴室２ 680 680 680 1,370 1,370 2,070

練習室１ 680 1,020 1,370 1,710 2,400 2,760

練習室２ 540 810 1,020 1,360 1,850 2,070

練習室３ 680 1,020 1,370 1,710 2,400 2,760

1h

大ホール舞台のみ 1,130

〔見直し後〕 午前 午後 夜間 午前午後 午後夜間 全日
3h 3.5h 4h 7.5h 8.5h 12.5h

大ホール 20,550 23,970 27,400 51,370 58,220 85,620
2,127.43 12.1% 12.1% 12.1% 12.0% 12.0% 12.0%

大ホール(土日祝) 20,550 23,970 27,400 51,370 58,220 85,620
2,127.43 12.1% 12.1% -0.9% 12.0% 12.0% 12.0%

楽屋１ 120 140 160 300 340 500
12.50 -36.8% -26.3% -15.8% -23.1% -12.8% -15.3%

楽屋２ 100 120 140 270 300 450
11.30 -47.4% -36.8% -26.3% -30.8% -23.1% -23.7%

楽屋３ 300 350 410 770 870 1,280
31.90 -44.4% -35.2% -24.1% -28.7% -19.4% -22.0%

楽屋４ 300 350 410 770 870 1,280
31.90 -44.4% -35.2% -24.1% -28.7% -19.4% -22.0%

リハーサル室 530 620 710 1,330 1,510 2,220
55.20 -1.9% -23.5% -30.4% -2.2% -18.4% 7.2%

浴室１ 100 100 100 180 210 310
7.80 -85.3% -85.3% -85.3% -86.9% -84.7% -85.0%

浴室２ 100 100 100 180 210 310
7.80 -85.3% -85.3% -85.3% -86.9% -84.7% -85.0%

練習室 580 680 770 1,460 1,650 2,430
60.50 -14.7% -33.3% -43.8% -14.6% -31.3% -12.0%

音楽室 420 500 570 1,070 1,210 1,780
44.40 -22.2% -38.3% -44.1% -21.3% -34.6% -14.0%

応接室 510 600 690 1,290 1,460 2,160

53.70 -25.0% -41.2% -49.6% -24.6% -39.2% -21.7%

1h

大ホール舞台のみ 2,040

636.48 80.5%
※網掛け箇所：増額となる区分

（次ページへ）

市民文化会館 文化推進課

1時間1㎡あたり基礎使用料
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＜算出方法＞

　基本方針に基づく見直し

　各区分ごとに　基礎使用料 × 区画面積 × 区分時間数（10円未満切捨）で算出

　※基礎使用料のもととなる維持管理費に、大規模改修費（8,301,926円/１年あたり）

　　を算入（基本方針の特例）

　※上記の特例により激変緩和措置は適用しない

＜その他＞

　一部の部屋等について、名称変更を行う
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1.03円

〔現行〕 午前 午後 午前午後 夜間 全日
3h 5h 8h 4.5h 12.5h

柔道場 870 1,460 2,330 2,130 4,460

剣道場 1,220 1,830 3,050 2,620 4,650

〔見直し後〕 午前 午後 午前午後 夜間 全日
3h 5h 8h 4.5h 12.5h

柔道場 1,040 1,750 2,790 1,890 4,730
344.32 19.5% 19.9% 19.7% -11.3% 6.1%

剣道場 1,460 2,190 3,660 2,520 5,580
480.32 19.7% 19.7% 20.0% -3.8% 20.0%

※網掛け箇所：増額となる区分

＜算出方法＞

　基本方針に基づく見直し

　各区分ごとに　基礎使用料 × 区画面積 × 区分時間数（10円未満切捨）で算出

　※夜間、全日については、電気代実費を上記の額に加算

　　電気代実費：電気代 579,188円  ÷ 年間利用可能時間 4,296h÷2区画 × 4.5h ≒ 303円

　　電気代等については、直近３年度の平均値を採用

　※この額と現行の額を比較して、0.8倍から1.2倍の範囲内に収まるよう緩和措置

　※「午前＋午後」の合計金額が「午前午後」の料金より安価となる区分（囲み部分）に

　　ついては、「午前午後」の料金を当該合計金額と同額とする（全日区分も同様）

〔調整後〕 午前 午後 午前午後 夜間 全日

3h 5h 8h 4.5h 12.5h

柔道場 1,040 1,750 2,790 1,890 4,680

344.32 19.5% 19.9% 19.7% -11.3% 4.9%

剣道場 1,460 2,190 3,650 2,520 5,580

480.32 19.7% 19.7% 19.7% -3.8% 20.0%

※網掛け箇所：増額となる区分

武道館 スポーツ交流課

1時間1㎡あたり基礎使用料
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2.81円

〔現行〕 午前 午後 午前午後 夜間 全日
3h 5h 8h 4.5h 12.5h

弓道場 740 1,080 1,690 1,460 3,100

〔見直し後〕 午前 午後 午前午後 夜間 全日
3h 5h 8h 4.5h 12.5h

弓道場 880 1,290 2,020 1,750 3,720
144.75 18.9% 19.4% 19.5% 19.9% 20.0%

※網掛け箇所：増額となる区分

＜算出方法＞

　基本方針に基づく見直し

　各区分ごとに　基礎使用料 × 区画面積 × 区分時間数（10円未満切捨）で算出

　※夜間、全日については、電気代実費を上記の額に加算

　　電気代実費：電気代等 117,815円 ÷ 年間利用可能時間 4,296h × 4.5h ≒ 123円

　　電気代等については、直近３年度の平均値を採用

　※この額と現行の額を比較して、0.8倍から1.2倍の範囲内に収まるよう緩和措置

弓道場 スポーツ交流課

1時間1㎡あたり基礎使用料
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3.43円

〔現行〕 午前 午後 午前午後 夜間 全日
3h 5h 8h 4.5h 12.5h

和室１ 210 350 560 320 880

和室２ 210 350 560 320 880

和室３ 210 350 560 320 880

集会場 970 1,540 2,300 1,460 3,760

研修室 190 320 510 320 810

料理実習室 350 590 940 530 1,470

〔見直し後〕 午前 午後 午前午後 夜間 全日
3h 5h 8h 4.5h 12.5h

和室１ 250 420 670 380 1,050
26.50 19.0% 20.0% 19.6% 18.8% 19.3%

和室２ 250 420 670 380 1,050
26.50 19.0% 20.0% 19.6% 18.8% 19.3%

和室３ 250 420 670 380 1,050
26.50 19.0% 20.0% 19.6% 18.8% 19.3%

集会場 1,160 1,840 2,760 1,750 4,510
120.40 19.6% 19.5% 20.0% 19.9% 19.9%

研修室 220 380 610 370 970
24.00 15.8% 18.8% 19.6% 15.6% 19.8%

料理実習室 420 700 1,120 630 1,760
44.00 20.0% 18.6% 19.1% 18.9% 19.0%

※網掛け箇所：増額となる区分

＜算出方法＞

　基本方針に基づく見直し

　各区分ごとに　基礎使用料 × 区画面積 × 区分時間数（10円未満切捨）で算出

　※この額と現行の額を比較して、0.8倍から1.2倍の範囲内に収まるよう緩和措置

　※「午前＋午後」の合計金額が「午前午後」の料金より安価となる区分（囲み部分）

　　については、「午前午後」の料金を当該合計金額と同額とする（全日区分も同様）

〔調整後〕 午前 午後 午前午後 夜間 全日

3h 5h 8h 4.5h 12.5h

和室１ 250 420 670 380 1,050

26.50 19.0% 20.0% 19.6% 18.8% 19.3%

和室２ 250 420 670 380 1,050

26.50 19.0% 20.0% 19.6% 18.8% 19.3%

和室３ 250 420 670 380 1,050

26.50 19.0% 20.0% 19.6% 18.8% 19.3%

集会場 1,160 1,840 2,760 1,750 4,510

120.40 19.6% 19.5% 20.0% 19.9% 19.9%

研修室 220 380 600 370 970

24.00 15.8% 18.8% 17.6% 15.6% 19.8%

料理実習室 420 700 1,120 630 1,750

44.00 20.0% 18.6% 19.1% 18.9% 19.0%

※網掛け箇所：増額となる区分

塔野地公民館 文化推進課

1時間1㎡あたり基礎使用料
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7.54円

〔現行〕 午前 午後 午前午後 夜間 全日
3h 5h 8h 4.5h 12.5h

集会室 1,030 1,540 2,300 1,540 3,840

研修室 270 450 720 400 1,030

料理実習室 550 900 1,450 820 2,270

和室１ 280 490 750 470 1,170

和室２ 250 420 670 370 1,030

和室３ 280 470 720 420 1,060

〔見直し後〕 午前 午後 午前午後 夜間 全日
3h 5h 8h 4.5h 12.5h

集会室 1,230 1,840 2,760 1,840 4,600
73.80 19.4% 19.5% 20.0% 19.5% 19.8%

研修室 320 540 860 480 1,230
17.40 18.5% 20.0% 19.4% 20.0% 19.4%

料理実習室 660 1,080 1,740 980 2,720
39.60 20.0% 20.0% 20.0% 19.5% 19.8%

和室１ 330 580 900 560 1,400
20.25 17.9% 18.4% 20.0% 19.1% 19.7%

和室２ 300 500 800 440 1,230
16.20 20.0% 19.0% 19.4% 18.9% 19.4%

和室３ 330 560 860 500 1,270
18.30 17.9% 19.1% 19.4% 19.0% 19.8%

※網掛け箇所：増額となる区分

＜算出方法＞

　基本方針に基づく見直し

　各区分ごとに　基礎使用料 × 区画面積 × 区分時間数（10円未満切捨）で算出

　※この額と現行の額を比較して、0.8倍から1.2倍の範囲内に収まるよう緩和措置

善師野公民館 文化推進課

1時間1㎡あたり基礎使用料
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5.13円

〔現行〕 午前 午後 夜間 午前午後 午後夜間 全日
3h 3.5h 4h 7.5h 8.5h 12.5h

講堂 7,370 8,600 9,320 17,610 18,660 27,320

会議室１ 1,120 1,310 1,440 2,560 2,820 4,150

会議室２ 710 830 910 1,630 1,780 2,640

会議室３ 610 710 810 1,530 1,740 2,550

会議室４ 610 710 810 1,530 1,730 2,550

講義室 880 1,030 1,120 2,060 2,220 3,270

展示室１ 1,460 1,700 1,940 3,660 4,000 5,410

展示室２ 970 1,120 1,150 2,160 2,460 3,610

展示室３ 1,030 1,140 1,300 2,440 2,780 4,090

和室１ 730 850 910 1,630 1,830 2,700

和室２ 730 850 910 1,630 1,830 2,700

料理実習室 1,200 1,410 1,530 2,780 3,030 4,470

〔見直し後〕 午前 午後 夜間 午前午後 午後夜間 全日
3h 3.5h 4h 7.5h 8.5h 12.5h

小ホール 7,850 9,160 10,470 19,630 22,250 32,720
510.31 6.5% 6.5% 12.3% 11.5% 19.2% 19.8%

会議室１ 1,190 1,390 1,590 2,980 3,380 4,980
77.67 6.3% 6.1% 10.4% 16.4% 19.9% 20.0%

会議室２ 750 880 1,010 1,890 2,150 3,160
49.38 5.6% 6.0% 11.0% 16.0% 20.8% 19.7%

会議室３ 650 760 870 1,630 1,850 2,720
42.50 6.6% 7.0% 7.4% 6.5% 6.3% 6.7%

控室 650 760 860 1,630 1,840 2,710
42.39 6.6% 7.0% 6.2% 6.5% 6.4% 6.3%

講義室 940 1,090 1,250 2,350 2,660 3,920
61.20 6.8% 5.8% 11.6% 14.1% 19.8% 19.9%

展示室１ 1,750 2,040 2,330 4,380 4,970 7,300
113.98 19.9% 20.0% 20.1% 19.7% 24.3% 34.9%

展示室２ 2,210 2,580 2,950 5,540 6,280 9,240
144.11 10.5% 14.2% 20.4% 20.4% 19.8% 20.0%

和室 1,550 1,810 2,070 3,890 4,410 6,490
101.23 6.2% 6.5% 13.7% 19.3% 20.5% 20.2%

料理実習室 1,280 1,500 1,710 3,210 3,640 5,360
83.64 6.7% 6.4% 11.8% 15.5% 20.1% 19.9%

※網掛け箇所：増額となる区分

＜算出方法＞

　基本方針に基づく見直し

　各区分ごとに　基礎使用料 × 区画面積 × 区分時間数（10円未満切捨）で算出

　※基礎使用料のもととなる維持管理費に、大規模改修費（4,784,251円/１年あたり）

　　を算入（基本方針の特例）

　※上記の特例により激変緩和措置は適用しない

＜その他＞

　一部の部屋等について、部屋の統合及び名称変更を行う

南部公民館 文化推進課

1時間1㎡あたり基礎使用料
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8.55円

〔現行〕 午前 午後 夜間 午前午後 午後夜間 全日
3h 4.5h 4h 8h 9h 12.5h

フロイデホール 6,230 10,190 9,180 16,610 18,690 25,960

401会議室 1,110 1,670 1,490 2,980 3,350 4,650

301会議室 2,540 3,820 3,390 6,790 7,640 10,610

302会議室 1,090 1,640 1,460 2,930 3,290 4,580

303会議室 1,130 1,700 1,510 3,030 3,400 4,730

多目的室 1,870 3,140 2,810 4,620 5,480 6,870

201会議室 1,850 2,770 2,460 4,930 5,550 7,710

202会議室 1,850 2,770 2,460 4,930 5,550 7,710

203会議室 1,020 1,530 1,360 2,730 3,070 4,270

204会議室 1,130 1,700 1,510 3,030 3,400 4,730

205会議室 1,000 1,510 1,340 2,680 3,020 4,200

和室 860 1,470 1,320 2,190 2,540 3,430

茶室 320 490 430 870 980 1,370

4階控室 160 250 250 430 490 680

2階控室 200 300 260 530 600 840

〔見直し後〕 午前 午後 夜間 午前午後 午後夜間 全日
3h 4.5h 4h 8h 9h 12.5h

フロイデホール 7,470 12,220 11,010 19,930 22,420 31,150
340.00 19.9% 19.9% 19.9% 20.0% 20.0% 20.0%

401会議室 1,330 2,000 1,780 3,570 4,020 5,580
61.00 19.8% 19.8% 19.5% 19.8% 20.0% 20.0%

301会議室 3,040 4,580 4,060 8,140 9,160 12,730
139.00 19.7% 19.9% 19.8% 19.9% 19.9% 20.0%

302会議室 1,300 1,960 1,750 3,510 3,940 5,490
60.00 19.3% 19.5% 19.9% 19.8% 19.8% 19.9%

303会議室 1,350 2,040 1,810 3,630 4,080 5,670
62.00 19.5% 20.0% 19.9% 19.8% 20.0% 19.9%

多目的室 2,240 3,460 3,070 5,540 6,570 8,240
90.00 19.8% 10.2% 9.3% 19.9% 19.9% 19.9%

201会議室 2,220 3,320 2,950 5,910 6,660 9,250
101.00 20.0% 19.9% 19.9% 19.9% 20.0% 20.0%

202会議室 2,220 3,320 2,950 5,910 6,660 9,250
101.00 20.0% 19.9% 19.9% 19.9% 20.0% 20.0%

203会議室 1,220 1,830 1,630 3,270 3,680 5,120
56.00 19.6% 19.6% 19.9% 19.8% 19.9% 19.9%

204会議室 1,350 2,040 1,810 3,630 4,080 5,670
62.00 19.5% 20.0% 19.9% 19.8% 20.0% 19.9%

205会議室 1,200 1,810 1,600 3,210 3,620 5,040
55.00 20.0% 19.9% 19.4% 19.8% 19.9% 20.0%

和室 1,030 1,730 1,530 2,620 3,040 4,110

45.00 19.8% 17.7% 15.9% 19.6% 19.7% 19.8%
茶室 380 580 510 1,040 1,170 1,640

18.00 18.8% 18.4% 18.6% 19.5% 19.4% 19.7%
4階控室 190 300 300 510 580 810

9.00 18.8% 20.0% 20.0% 18.6% 18.4% 19.1%
2階控室 240 360 310 630 720 1,000

11.00 20.0% 20.0% 19.2% 18.9% 20.0% 19.0%
※網掛け箇所：増額となる区分

＜算出方法＞

　基本方針に基づく見直し

　各区分ごとに　基礎使用料 × 区画面積 × 区分時間数（10円未満切捨）で算出

　※この額と現行の額を比較して、0.8倍から1.2倍の範囲内に収まるよう緩和措置

犬山市民交流センター 地域協働課

1時間1㎡あたり基礎使用料
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10,292.00

〔現行〕 1区画につき
1月

貸しオフィス 19,700

〔見直し後〕 1区画につき
1h

貸しオフィス 19,720
23.00 0.1%
※網掛け箇所：増額となる区分

＜算出方法＞

　基本方針に基づく見直し

　基礎使用料 × 区画面積 ÷ 12（月割)（10円未満切捨）で算出

　※この額と現行の額を比較して、0.8倍から1.2倍の範囲内に収まるよう緩和措置

犬山市民交流センター（貸しオフィス：継続利用） 地域協働課

1年1㎡あたり基礎使用料

10



15.19円

〔現行〕
1h

エアロビクススタジオ 2,000

〔見直し後〕
1h

エアロビクススタジオ 1,820
120.00 -9.0%

※網掛け箇所：増額となる区分

＜算出方法＞

　基本方針に基づく見直し

　各区分ごとに　基礎使用料 × 区画面積 × 区分時間数（10円未満切捨）で算出

　※この額と現行の額を比較して、0.8倍から1.2倍の範囲内に収まるよう緩和措置

フィットネスフロイデ スポーツ交流課

1時間1㎡あたり基礎使用料
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0.43円

〔現行〕
1h

研修室 120

会議室 100

〔見直し後〕
1h

研修室 100
156.80 -16.7%

会議室 100
28.35 0.0%

※網掛け箇所：増額となる区分

＜算出方法＞

　基本方針に基づく見直し

　各区分ごとに　基礎使用料 × 区画面積 × 区分時間数（10円未満切捨）で算出

　※この額と現行の額を比較して、0.8倍から1.2倍の範囲内に収まるよう緩和措置

野外活動センター スポーツ交流課

1時間1㎡あたり基礎使用料
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8.77円

〔現行〕 午前 午後 午前午後 その他
3h 5h 8h 1h

展示室 440 750 1,100 150

和室１ 390 650 1,040 130

和室２ 440 750 1,100 160

和室３ 910 1,540 2,230 320

〔見直し後〕 午前 午後 午前午後 その他
3h 5h 8h 1h

展示室 530 880 1,320 170
20.16 20.5% 17.3% 20.0% 13.3%

和室１ 460 770 1,230 150
17.59 17.9% 18.5% 18.3% 15.4%

和室２ 520 900 1,320 190
21.84 18.2% 20.0% 20.0% 18.8%

和室３ 1,090 1,840 2,670 380
43.75 19.8% 19.5% 19.7% 18.8%

※網掛け箇所：増額となる区分

＜算出方法＞

　基本方針に基づく見直し

　各区分ごとに　基礎使用料 × 区画面積 × 区分時間数（10円未満切捨）で算出

　※この額と現行の額を比較して、0.8倍から1.2倍の範囲内に収まるよう緩和措置

旧加茂郡銀行羽黒支店復原施設 地域協働課

1時間1㎡あたり基礎使用料
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〇貸切利用

0.08円

〔現行〕
2h

テニスコート 380

〔見直し後〕
2h

テニスコート 450
4,028.00 18.4%

※網掛け箇所：増額となる区分

＜算出方法＞

　基本方針に基づく見直し

　各区分ごとに　基礎使用料 × 区画面積 × 区分時間数（10円未満切捨）で算出

　※この額と現行の額を比較して、0.8倍から1.2倍の範囲内に収まるよう緩和措置

山の田公園 スポーツ交流課

1時間1㎡あたり基礎使用料
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〇夜間照明施設使用料

〔現行〕 各区分

1h

200ルクス全面 2,220

200ルクス半面 1,110

100ルクス全面 1,110

100ルクス半面 560

〔見直し後〕 各区分

1h

200ルクス全面 2,660 19.8% 100ルクス全面×２

200ルクス半面 1,330 19.8% 100ルクス全面÷２×２

100ルクス全面 1,330 19.8% （電気代×100％＋電気設備維持管理費×50％）÷年間利用可能時間

100ルクス半面 670 19.6% 100ルクス全面÷２（10円未満切上）

＜算出方法 (100ルクス全面)＞

　電気料金929,393円÷年間利用可能時間984時間×受益者負担率100％≒944円…①

　照明設備に係る維持管理費762,300円÷年間利用可能時間984時間×受益者負担率50％≒387円…②

　944円（①）＋387円（②）≒1,330円 (10円未満切捨)

　※電気料金及び維持管理費については、直近３年度の平均値を採用

多目的スポーツ広場 スポーツ交流課
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1.48円

【貸切利用】 〔現行〕 〔見直し後〕
2h 2h

メインアリーナ全面 4,710 10.4% 5,200

メインアリーナ客席込 5,510 10.5% 6,090

メインアリーナ半面 2,360 10.2% 2,600 2,600 メインアリーナ全面÷2（10円未満切上）

メインアリーナ1/3面 1,570 10.2% 10.8% 1,730 1,740 メインアリーナ全面÷3（10円未満切上）

メインアリーナ1/4面 1,180 10.2% 1,300 1,300 メインアリーナ全面÷4（10円未満切上）

メインアリーナ1/8面 590 10.2% 650 650 メインアリーナ全面÷8（10円未満切上）

サブアリーナ全面 1,080 11.1% 1,200

サブアリーナ半面 540 11.1% 600 600 サブアリーナ全面÷2（10円未満切上）

多目的室全面 1,560 -20.5% 1,240

多目的室A面 770 -20.8% 610 610 多目的室全面÷260㎡×127㎡（10円未満切上）

多目的室B面 450 -20.0% 360 360 多目的室全面÷260㎡×75㎡（10円未満切上）

多目的室C面 350 -20.0% 280 280 多目的室全面÷260㎡×58㎡（10円未満切上）

多目的室AB面 1,220 -20.5% 970 970 多目的室A面＋多目的室B面

多目的室BC面 800 -20.0% 640 640 多目的室B面＋多目的室C面

親子ふれあいルーム 320 -21.9% 250

1h 1h

多目的スタジオ全面 1,080 -20.4% 860

多目的スタジオA面 470 -21.3% 370 多目的スタジオ全面÷400㎡×171㎡（10円未満切上）

多目的スタジオB面 620 -21.0% 490 多目的スタジオ全面÷400㎡×229㎡（10円未満切上）

【空調設備】

0.5h 0.5h

メインアリーナ 1,150 5.2% 1,210 (電気(ガス)基本料金分＋電気(ガス)消費量分)×100％

メインアリーナ客席込 1,500 5.3% 1,580 (電気(ガス)基本料金分＋電気(ガス)消費量分)×100％

サブアリーナ 610 -4.9% 580 (電気(ガス)基本料金分＋電気(ガス)消費量分)×100％

多目的スタジオ全面 140 21.4% 170 (電気基本料金分＋電気消費量分)×100％

多目的スタジオA面 100 0.0% 100 多目的スタジオ全面÷400㎡×171㎡（10円未満切上）

多目的スタジオB面 100 0.0% 100 多目的スタジオ全面÷400㎡×229㎡（10円未満切上）

多目的室全面 570 -29.8% 400 (電気基本料金分＋電気消費量分)×100％

多目的室A面 280 -28.6% 200 多目的室全面÷260㎡×127㎡（10円未満切上）

多目的室B面 170 -29.4% 120 多目的室全面÷260㎡×75㎡（10円未満切上）

多目的室C面 120 -16.7% 100 多目的室全面÷260㎡×58㎡（10円未満切上）

多目的室AB面 450 -28.9% 320 多目的室A面＋多目的室B面

多目的室BC面 300 -26.7% 220 多目的室B面＋多目的室C面

親子ふれあいルーム 120 -16.7% 100 親子ふれあいルーム（54㎡）は多目的室C面（58㎡）と同じ

※網掛け箇所：増額となる区分

＜算出方法＞

【貸切利用】

　基本方針に基づき、基礎使用料×区画面積×区分時間数（10円未満切捨）で算出

　※この額と現行の額を比較して、0.8倍から1.2倍の範囲内に収まるよう緩和措置

　※分割利用ができる施設については全面からの案分（10円未満切上）で算出

【空調設備】

　（電気（ガス）基本料金分＋電気（ガス）消費量分）×受益者負担率（100％）で算出

　例）メインアリーナ

　（（基本料金電気829.4円/kwh＋ガス16.9円/㎥）＋（消費量電気656.6円/khw＋ガス933.8円/㎥））×100％

　　＝2436.7円（1時間あたり）　2,436×1/2=1,218円（10円未満切捨て）

　※分割利用ができる施設については全面からの案分等（10円未満切上）で算出

　※電気（ガス）料金単価については、直近３年度の平均値を採用

犬山市体育館 スポーツ交流課

1時間1㎡あたり基礎使用料
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5.47円

〔現行〕
3h

情報工房 700

畳の間 540

囲炉裏の間 540

料理室 680

工作コーナー 680

陶芸・美術コーナー 680

講義室 810

会議室 330

音楽スタジオ 680

多目的ホール 1,540

〔見直し後〕
3h

情報工房 840
62.49 20.0%

畳の間 640
43.70 18.5%

囲炉裏の間 580
35.90 7.4%

料理室 680
41.94 0.0%

工作コーナー 610
37.72 -10.3%

陶芸・美術コーナー 540
26.40 -20.6%

講義室 970
72.31 19.8%

会議室 390
29.36 18.2%

音楽スタジオ 540
20.02 -20.6%

多目的ホール 1,840
181.59 19.5%

※網掛け箇所：増額となる区分

＜算出方法＞

　基本方針に基づく見直し

　各区分ごとに　基礎使用料 × 区画面積 × 区分時間数（10円未満切捨）で算出

　※この額と現行の額を比較して、0.8倍から1.2倍の範囲内に収まるよう緩和措置

楽田ふれあいセンター 地域協働課

1時間1㎡あたり基礎使用料
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3.87円

〔現行〕 午前 午後 夜間 午前午後 午後夜間 全日
3h 5h 4.5h 8h 9.5h 12.5h

交流ホール 2,880 4,800 4,320 7,450 8,840 10,360

101健康増進室 1,110 1,850 1,660 2,960 3,510 4,140

104会議室 400 680 600 990 1,170 1,420

105創作活動室 820 1,370 1,240 1,980 2,360 2,760

108調理実習室 1,100 1,840 1,660 2,940 3,500 4,600

201研修室 1,280 2,140 1,930 3,420 4,070 5,180

202会議室 600 1,020 920 1,530 1,820 2,390

204会議室 1,060 1,780 1,600 2,840 3,380 4,140

〔見直し後〕 午前 午後 夜間 午前午後 午後夜間 全日
3h 5h 4.5h 8h 9.5h 12.5h

交流ホール 2,450 4,080 3,670 6,530 7,760 10,210
211.14 -14.9% -15.0% -15.0% -12.3% -12.2% -1.4%

101健康増進室 940 1,570 1,410 2,520 2,990 3,940
81.48 -15.3% -15.1% -15.1% -14.9% -14.8% -4.8%

104会議室 320 540 480 790 930 1,210
25.12 -20.0% -20.6% -20.0% -20.2% -20.5% -14.8%

105創作活動室 650 1,090 990 1,580 1,880 2,290
47.49 -20.7% -20.4% -20.2% -20.2% -20.3% -17.0%

108調理実習室 940 1,570 1,410 2,510 2,980 3,930
81.28 -14.5% -14.7% -15.1% -14.6% -14.9% -14.6%

201研修室 1,090 1,820 1,640 2,920 3,470 4,560
94.43 -14.8% -15.0% -15.0% -14.6% -14.7% -12.0%

202会議室 480 810 730 1,300 1,550 2,030
42.17 -20.0% -20.6% -20.7% -15.0% -14.8% -15.1%

204会議室 900 1,510 1,360 2,420 2,880 3,790
78.36 -15.1% -15.2% -15.0% -14.8% -14.8% -8.5%

※網掛け箇所：増額となる区分

＜算出方法＞

　基本方針に基づく見直し

　各区分ごとに　基礎使用料 × 区画面積 × 区分時間数（10円未満切捨）で算出

　※この額と現行の額を比較して、0.8倍から1.2倍の範囲内に収まるよう緩和措置

　※「午前＋午後」の合計金額が「午前午後」の料金より安価となる区分（囲み部分）

　　については、「午前午後」の料金を当該合計金額と同額とする（全日区分も同様）

（次ページへ）

市民健康館（温泉棟除く） 健康推進課

1時間1㎡あたり基礎使用料
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〔調整後〕 午前 午後 夜間 午前午後 午後夜間 全日

3h 5h 4.5h 8h 9.5h 12.5h

交流ホール 2,450 4,080 3,670 6,530 7,750 10,200

211.14 -14.9% -15.0% -15.0% -12.3% -12.3% -1.5%

101健康増進室 940 1,570 1,410 2,510 2,980 3,920

81.48 -15.3% -15.1% -15.1% -15.2% -15.1% -5.3%

104会議室 320 540 480 790 930 1,210

25.12 -20.0% -20.6% -20.0% -20.2% -20.5% -14.8%

105創作活動室 650 1,090 990 1,580 1,880 2,290

47.49 -20.7% -20.4% -20.2% -20.2% -20.3% -17.0%

108調理実習室 940 1,570 1,410 2,510 2,980 3,920

81.28 -14.5% -14.7% -15.1% -14.6% -14.9% -14.8%

201研修室 1,090 1,820 1,640 2,910 3,460 4,550

94.43 -14.8% -15.0% -15.0% -14.9% -15.0% -12.2%

202会議室 480 810 730 1,290 1,540 2,020

42.17 -20.0% -20.6% -20.7% -15.7% -15.4% -15.5%

204会議室 900 1,510 1,360 2,410 2,870 3,770

78.36 -15.1% -15.2% -15.0% -15.1% -15.1% -8.9%

※網掛け箇所：増額となる区分
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5.43円

〔現行〕 午前 午後 午前午後 その他
3h 5h 8h 1h

和室１ 230 380 610 100

和室２ 230 380 610 100

多目的室 440 750 1,100 160

イベント広場 440 750 1,100 160

〔見直し後〕 午前 午後 午前午後 その他
3h 5h 8h 1h

和室１ 270 450 730 100
19.44 17.4% 18.4% 19.7% 0.0%

和室２ 270 450 730 100
19.44 17.4% 18.4% 19.7% 0.0%

多目的室 520 900 1,320 190
51.84 18.2% 20.0% 20.0% 18.8%

イベント広場 520 900 1,320 190
116.64 18.2% 20.0% 20.0% 18.8%

※網掛け箇所：増額となる区分

＜算出方法＞

　基本方針に基づく見直し

　各区分ごとに　基礎使用料 × 区画面積 × 区分時間数（10円未満切捨）で算出

　※この額と現行の額を比較して、0.8倍から1.2倍の範囲内に収まるよう緩和措置

　※「午前＋午後」の合計金額が「午前午後」の料金より安価となる区分（囲み部分）

　　については、「午前午後」の料金を当該合計金額と同額とする

〔調整後〕 午前 午後 午前午後 その他

3h 5h 8h 1h

和室１ 270 450 720 100

19.44 17.4% 18.4% 18.0% 0.0%

和室２ 270 450 720 100

19.44 17.4% 18.4% 18.0% 0.0%

多目的室 520 900 1,320 190

51.84 18.2% 20.0% 20.0% 18.8%

イベント広場 520 900 1,320 190

116.64 18.2% 20.0% 20.0% 18.8%

※網掛け箇所：増額となる区分

余坂木戸口まちづくり拠点施設 地域協働課

1時間1㎡あたり基礎使用料
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5.08円

〔現行〕 午前 午後 夜間 午前午後 午後夜間 全日
3h 5h 4.5h 8h 9.5h 12.5h

陶芸工房 820 1,370 1,240 1,980 2,360 2,980

多目的工房 820 1,370 1,240 1,980 2,360 2,980

和室工房 670 1,120 1,010 1,630 1,940 2,270

〔見直し後〕 午前 午後 夜間 午前午後 午後夜間 全日
3h 5h 4.5h 8h 9.5h 12.5h

陶芸工房 780 1,300 1,170 2,080 2,470 3,250
51.25 -4.9% -5.1% -5.6% 5.1% 4.7% 9.1%

多目的工房 780 1,300 1,170 2,080 2,470 3,250
51.25 -4.9% -5.1% -5.6% 5.1% 4.7% 9.1%

和室工房 580 960 870 1,540 1,830 2,410
38.11 -13.4% -14.3% -13.9% -5.5% -5.7% 6.2%

※網掛け箇所：増額となる区分

＜算出方法＞

　基本方針に基づく見直し

　各区分ごとに　基礎使用料 × 区画面積 × 区分時間数（10円未満切捨）で算出

　※この額と現行の額を比較して、0.8倍から1.2倍の範囲内に収まるよう緩和措置

さくら工房 健康推進課

1時間1㎡あたり基礎使用料
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1.33円

〔現行〕 9-17 17-21:30
1h 1h

半面(照明なし) 190

半面(照明あり) 310 320

全面(照明なし) 380

全面(照明あり) 620 640

〔見直し後〕 9-17 17-21:30
1h 1h

半面(照明なし) 220
303.24 15.8%

半面(照明あり) 370 380
303.24 19.4% 18.8%

全面(照明なし) 440
606.48 15.8%

全面(照明あり) 740 760
606.48 19.4% 18.8%

※網掛け箇所：増額となる区分

＜算出方法＞

　基本方針に基づく見直し

　各区分ごとに　基礎使用料 × 区画面積 × 区分時間数（10円未満切捨）で算出

　※「照明あり」の区分については、電気代実費を上記の額に加算

　　電気代実費：電気代等796,430円 ÷ 年間利用可能時間 4,296h ÷ 2（半面）≒ 93円

　　電気代等については、直近３年度の平均値を採用

　※この額と現行の額を比較して、0.8倍から1.2倍の範囲内に収まるよう緩和措置

　※「9-17」の金額と「17-21:30」の金額が端数処理により一致しない（囲み部分）

　　場合は、「9-17」の料金に統一をする

〔調整後〕 9-17 17-21:30
1h 1h

半面(照明なし) 220
303.24 15.8%

半面(照明あり) 370 370
303.24 19.4% 15.6%

全面(照明なし) 440
606.48 15.8%

全面(照明あり) 740 740
606.48 19.4% 15.6%

※網掛け箇所：増額となる区分

体育センター スポーツ交流課

1時間1㎡あたり基礎使用料
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環境課

4.16円

〔現行〕
1h

里山学センター 学習室 300

展示ワークスペース 510
環境保全ボランティアセンター 木工作業室 100

剥製作業室 100

〔見直し後〕
1h

里山学センター 学習室 320
78.00 6.7%

展示ワークスペース 550
133.80 7.8%

環境保全ボランティアセンター 木工作業室 100
23.18 0.0%

剥製作業室 100
16.56 0.0%

※網掛け箇所：増額となる区分

＜算出方法＞

　基本方針に基づく見直し

　各区分ごとに　基礎使用料 × 区画面積 × 区分時間数（10円未満切捨）で算出

　※この額と現行の額を比較して、0.8倍から1.2倍の範囲内に収まるよう緩和措置

里山学センター・環境保全ボランティアセンター

1時間1㎡あたり基礎使用料
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1.40円

〔現行〕 午前 午後 午前午後 その他
3h 5h 8h 1h

奥土蔵 190 330 480 100

展示蔵１ 190 330 480 100

展示蔵２ 190 330 480 100

和室 190 330 480 100

〔見直し後〕 午前 午後 午前午後 その他
3h 5h 8h 1h

奥土蔵 150 260 380 100
32.00 -21.1% -21.2% -20.8% 0.0%

展示蔵１ 210 350 560 100
50.09 10.5% 6.1% 16.7% 0.0%

展示蔵２ 210 350 560 100
50.09 10.5% 6.1% 16.7% 0.0%

和室 150 260 380 100
25.82 -21.1% -21.2% -20.8% 0.0%

※網掛け箇所：増額となる区分

＜算出方法＞

　基本方針に基づく見直し

　各区分ごとに　基礎使用料 × 区画面積 × 区分時間数（10円未満切捨）で算出

　※この額と現行の額を比較して、0.8倍から1.2倍の範囲内に収まるよう緩和措置

旧磯部家住宅復原施設 歴史まちづくり課

1時間1㎡あたり基礎使用料
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0.50円

〔現行〕
2h

テニスコート１面 350 180

〔見直し後〕
2h

テニスコート１面 420 210 １面（2h）÷２（10円未満切上）

700.55 20.0% 16.7%
※網掛け箇所：増額となる区分

＜算出方法＞

　基本方針に基づく見直し

　各区分ごとに　基礎使用料 × 区画面積 × 区分時間数（10円未満切捨）で算出

　※この額と現行の額を比較して、0.8倍から1.2倍の範囲内に収まるよう緩和措置

　※１時間当たりの延長利用料金については、２時間料金÷２（10円未満切上）

内田多目的広場テニスコート スポーツ交流課

1時間1㎡あたり基礎使用料

延長利用（1h）

延長利用（1h）
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1.83円

〔現行〕 各区分
3h

談話室 140

多目的室１ 280

多目的室２ 280

〔見直し後〕 各区分
3h

談話室 110
19.44 -21.4%

多目的室１ 290
53.69 3.6%

多目的室２ 240
45.43 -14.3%

※網掛け箇所：増額となる区分

＜算出方法＞

　基本方針に基づく見直し

　各区分ごとに　基礎使用料 × 区画面積 × 区分時間数（10円未満切捨）で算出

　※この額と現行の額を比較して、0.8倍から1.2倍の範囲内に収まるよう緩和措置

今井ふれあいセンター 地域協働課

1時間1㎡あたり基礎使用料
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4.53円

〔現行〕 各区分
3h

多目的室１ 480

多目的室２ 320

多目的室３ 260

〔見直し後〕 各区分
3h

多目的室１ 570
49.63 18.8%

多目的室２ 380
33.09 18.8%

多目的室３ 310
26.50 19.2%

※網掛け箇所：増額となる区分

＜算出方法＞

　基本方針に基づく見直し

　各区分ごとに　基礎使用料 × 区画面積 × 区分時間数（10円未満切捨）で算出

　※この額と現行の額を比較して、0.8倍から1.2倍の範囲内に収まるよう緩和措置

犬山西ふれあいセンター 地域協働課

1時間1㎡あたり基礎使用料
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1.01円

〔現行〕 各区分
3h

多目的室１ 680

多目的室２ 520

会議室１ 240

会議室２ 240

活動室１ 240

活動室２ 240

活動室３ 240

〔見直し後〕 各区分
3h

多目的室１ 540
120.50 -20.6%

多目的室２ 410
92.39 -21.2%

会議室１ 190
20.67 -20.8%

会議室２ 190
22.26 -20.8%

活動室１ 190
15.15 -20.8%

活動室２ 190
15.15 -20.8%

活動室３ 190
15.15 -20.8%

※網掛け箇所：増額となる区分

＜算出方法＞

　基本方針に基づく見直し

　各区分ごとに　基礎使用料 × 区画面積 × 区分時間数（10円未満切捨）で算出

　※この額と現行の額を比較して、0.8倍から1.2倍の範囲内に収まるよう緩和措置

福祉活動センター 高齢者支援課

1時間1㎡あたり基礎使用料

28



5.63円

〔現行〕
1h

多目的スペース 200

〔見直し後〕
1h

多目的スペース 160
9.00 -20.0%

※網掛け箇所：増額となる区分

＜算出方法＞

　基本方針に基づく見直し

　各区分ごとに　基礎使用料 × 区画面積 × 区分時間数（10円未満切捨）で算出

　※この額と現行の額を比較して、0.8倍から1.2倍の範囲内に収まるよう緩和措置

城前観光案内所 観光課

1時間1㎡あたり基礎使用料
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2.30円

〔現行〕 各区分
3h

多目的室１ 390

多目的室２ 240

多目的室３ 480

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 150

〔見直し後〕 各区分
3h

多目的室１ 410
59.53 5.1%

多目的室２ 250
37.03 4.2%

多目的室３ 500
72.95 4.2%

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 160
23.28 6.7%

※網掛け箇所：増額となる区分

＜算出方法＞

　基本方針に基づく見直し

　各区分ごとに　基礎使用料 × 区画面積 × 区分時間数（10円未満切捨）で算出

　※この額と現行の額を比較して、0.8倍から1.2倍の範囲内に収まるよう緩和措置

東ふれあいセンター 地域協働課

1時間1㎡あたり基礎使用料
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